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1．件 名 

廃棄物焼却設備 給排気設備機器の点検 

2．目 的 

本仕様書は、日本原子力研究開発機構（以下、「原子力機構」という。）人形峠環境技術センター（以

下、「センター」という。） 施設管理課 廃棄物焼却施設にかかる給排気設備機器の健全性を維持するこ

とを目的に、給排気設備機器の点検･調整の実施を受注者に請負わせるための仕様について定めたもの

である。 

本作業は、廃棄物焼却施の負圧維持及び焼却設備の負圧維持を行う給排気設備機器の構造、取扱方法、

関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。 

3．作業場所 

岡山県苫田郡鏡野町上齋原 1550 番地 

  原子力機構 人形峠環境技術センター 

  廃棄物焼却施設 

4．納入期限 

2026 年 7 月 24 日 

5．作業内容 

 5-1 概要 

廃棄物焼却施設及び廃棄物焼却設備にかかる、給排気設備機器が故障なく安全に稼働するように、

点検整備及び調整を実施する。本点検整備及び調整作業の実施に際しては、作業要領書（事前提出）、

承認事項（点検調整に使用する測定機器の校正記録含む）、ホールドポイントを設けて作業を実施す

ること。また、作業は、常に最新の技術慣行に従い責任をもって作業し、納入期限内に完了させるこ

と。 

 5-2 作業期間 

   2026 年 5 月～2026 年 7 月（現地作業は約 10 日間） 
   詳細な作業日程については、別途打合せて決定する。 

5-3 作業時間 

   8：30～17：00 

5-4 対象給排気設備機器 

   点検内容等は資料-2「給排気設備機器類点検要領書」参照 

(1) 建屋送・排風機点検：一式 

・V プーリ・芯ずれ調整 

・V ベルト交換、張り調整 

・軸受点検調整 

・外観目視点検 

・振動測定 

・温度測定 

※：建屋送・排風機 図-1､-2 参照 

(2) №1建屋送風機モータ軸受交換、調整 
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(3) 設備排風機№1、№2点検：一式 

・V プーリ・芯ずれ調整 

・V ベルト交換、張り調整 

・軸受点検調整 

・グリス給油（ファン側） 

・外観目視点検 

・振動測定 

・温度測定 

   ※：設備排風機外形 図-3 参照 

(4) 日立製 5.5KWV ｼﾘｰｽﾞオイルフリーベビコン圧縮機(№1、2)点検（メーカ点検不要）：一式 

・V ベルト芯ずれ、張り調整、外観点検 

・V プーリ外観点検 

・吸入フィルタ点検清掃 

   ※：日立製 5.5KWV ｼﾘｰｽﾞオイルフリーベビコン圧縮機 図-4-1、-2 参照 

(5) 焼却炉送風機点検：一式 

・V プーリ・芯ずれ調整 

・V ベルト交換、張り調整 

・軸受点検調整 

・グリス給油（ファン側） 

・外観目視点検 

・振動測定 

・温度測定 

   ※：焼却炉送風機外形 図-5 参照 

(6) 碍子冷却送風機点検 

    ・外観目視点検 

(7) エアスニッファ用ルーツブロワ №1、2 点検：一式 

・V プーリ・芯ずれ調整 

・V ベルト交換、張り調整 

・外観目視点検 

(8) 点検報告書を作成し、原子力機構に提出すること。 

5-5 管理区域内作業 

(1) 作業者は、作業前に放射線業務従事者指定（電離健康診断含む）を行い、原子力機構の承認を受け

ること。 

(2) 放射線業務従事者指定後、本人確認及び 18 歳以上の年齢確認を公的身分証明書により行った後、

当該作業者に個人線量計を貸与する。管理区域に入域する際は、個人線量計を必ず着用すること。

また作業終了後は、所定の場所に個人線量計を返却すること。個人線量計をセンター外に持出さな

いこと。 

(3) 放射性物質による汚染の防止及び個人被ばくの低減化を図るため、資料-1「管理区域内作業に係る

遵守事項」を作業員全員に遵守させること。 

(4) 管理区域からの退出時は、ハンドフットクローズモニタで身体等に汚染の無いことを確認するこ
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と。尚、汚染が確認された場合は、原子力機構の指示に従い対処すること。 

(5) 管理区域内では、原子力機構が支給または貸与する作業衣、保護具(ヘルメット、綿手等）、安全靴

を必ず着用して作業すること。 

(6) 管理区域内で使用する工具類は原則、原子力機構が貸与する工具類を使用すること。但し、原子力

機構が準備出来ない工具類、測定機器類等を管理区域内で使用した場合は、保安管理課員の汚染検

査で汚染の無いことを確認した後、持出すこと。尚、汚染が確認された場合は、原子力機構の指示

に従い対処すること。 

(7) 管理区域内では、飲食(ガム、飴等含む)及び喫煙を禁止する。 

 5-6 必要資材（以下の物品は受注者側で準備すること。） 

(1) №1建屋送風機モータ側軸受 

  ・NTN 6206：1 個（負荷側） 
  ・NTN 6205：1 個（反負荷側） 

(2) 回転計（校正記録含む）：1 台 

(3) ストップウォッチ(校正記録含む)：1 台 

6．支給貸与品 

(1) 支給品 

  以下に記載する物品は、原子力機構の指定する場所より、供給可能な範囲内で無償にて支給する。  

但し、支給場所から先の作業で必要な仮設設備機器等は受注者側で準備を行うこと。 

① 作業用電力 

② 上水道、工業用水 

③ 綿手等 

③ その他、原子力機構と協議により決定する物品 

(2) 貸与品 

   以下に記載する物品は、無償にて貸与するが、事前に原子力機構所定の手続きを行い、承認を得る

こと。また、貸与期間中は受注者側にて、善良な管理を行うこと。貸与品に損傷、滅失が生じた場合

は、受注者の責任において、弁償を行うこと。 

  ① 作業に必要とする一般資材及び工具類 

  ② 管理区域内作業に必要な防護服、靴下、安全靴（短靴・長靴）、綿帽、ヘルメット、個人線量計 

  ③ 現場事務所（DP 業者詰所） 

    ④ その他、原子力機構と協議により決定する物品 

7．提出図書 

(1) 受注者は、下記に示す「提出図書リスト」を遅延なく直ちに提出すること。なお、提出図書類の作

成にあたっては、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」を使用すること。 

(2) 提出図書について不明な点がある場合は別途、原子力機構との打ち合わせにより確認を行うこと。 

(3) 提出場所：施設管理課 
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提出図書リスト一覧 

図 書 名 部 数 提 出 期 日 摘 要 

作業工程表 ２ 契約後 30 日以内 確認要 

品質保証計画書 ２ 契約後 30 日以内 確認要 

作業要領書 ２ 契約後 30 日以内 確認要 

試験・検査要領書 ２ 契約後 30 日以内 確認要 

試験・検査体制図 ２ 契約後 30 日以内 確認要 

○着工届 １ 作業着手 14 日前まで  

○現場代理人届 １ 作業着手 14 日前まで  

○土地・建築物使用許可願 １ 作業着手 14 日前まで  

○作業員及び車両常時出入許可願※-1 １ 作業着手 14 日前まで  

○リスクアセスメントシート 一式 作業着手 14 日前まで  

○工事安全組織・責任者届 １ 作業着手 14 日前まで  

○下請業者届 １ 作業着手 14 日前まで  

○撮影許可証 １ 作業着手 14 日前まで  

○火気使用許可申請書※-1 １ 作業着手 14 日前まで  

作業者名簿 １ 作業着手 14 日前まで 有資格書の写し含む 
当日作業者名簿 １ 当日  

作業日報 １ 毎日の作業終了後  

打合せ議事録 １ その都度  

立会検査願 １ その都度 検査実施日の前日 

立会検査報告書 １ その都度 検査実施日 

○竣工届 １ 作業終了日  

○作業員及び車両常時出入許可証返却届 １ 作業終了日  

完成図書 ２ 終了後 確認要 

作業写真※-2 ２ 終了後  

その他必要書類 必要部数 その都度  

 ○：原子力機構書式 

 ※-1：必要に応じて提出 

 ※-2：記録メディア媒体も提出 

8．検収条件 

本仕様書に記載されている事項を全て満足し、第 7 項の提出図書の確認をもって業務完了とする。 

9．適用法規・規程等 

本作業は、以下に記載するセンター規定、規則等を遵守し作業を行うこと。 

(1) 核燃料物質使用施設保安規定 
(2) 個人被ばく管理要領書 

(3) 放射線作業要領書 

(4) 防護具の管理・取扱い要領書 
(5) 核燃料取扱施設保守管理要領書 
(6) 防火管理規則 
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(7) 不適合並びに是正及び未然防止処置要領書 
(8) 安全衛生管理規則 

(9) 構内出入管理規則 
(10)管理区域内作業における基本動作要領 
(11)電気工作物の管理要領 

10.特記事項 

(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社

会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行し

うる能力を有する者を従事させること。 

(2) 作業進行に際し、綿密な計画による工程を組み、材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、作業

の安全かつ迅速な進捗を図ること。また、作業遂行上、既存物の保護に留意し、その為に必要な処

置を講ずると共に、火災、盗難その他事故防止に努めること。 

(3) 作業場所の安全衛生管理は、法令に従い、受注者の責任において行うこと。 

(4) 現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、放射線管理責任者は、原子力機構が実施する作業

責任者等認定教育（3 年間有効）に合格した者を選任すること。但し、作業開始前には 1 時間の作

業責任者認定再教育を受けること。 

(5) 現場責任者(受注者)は作業員及び既存施設の保安等、作業場所の安全管理の為、作業中は、作業現

場に常駐すること。保安上重要と判断した場合は、作業を中断し、作業員の安全に努めること。 

(6) 現場責任者(受注者)は、毎作業におけるホールドポイントを設け、作業に当たること。必要に応じ

て、工程、作業毎に立会検査願を提出し、原子力機構の検査を受けること。検査後、速やかに報告

書(立会検査結果)を原子力機構に提出すること。尚、立会できない場合については、原子力機構の

指示に従うこと。 

(7) 総括責任者(受注者)及び現場責任者(受注者)は、作業着手に先立ち、原子力機構担当者と作業の安

全及び作業手順、工程等について十分に打ち合わせを行った後、作業工程表、作業要領書を作成し、

原子力機構の確認を受けた後、作業に着手すること。 

(8) 受注者は作業前に本作業に係るリスクアセスメントを実施し、原子力機構の確認を受けること。ま

た、実施したリスクアセスメント結果を提出する作業要領書に反映すること。 

(9) 受注者は作業着工前に本作業に従事する作業員名簿を原子力機構に提出し確認を受けること。 

(10)本作業実施にあたり、資格を必要とする作業には、有資格者を配置すること。また、原子力機構の

確認を受けること。 

(11)受注者は、事前に提出した作業員以外の者を本作業に従事させないこと。従事する作業員を変更す

る場合は、作業員名簿を原子力機構に再提出し確認を受けること。 

(12)受注者は、毎日の作業前にＫＹを実施し、安全確保に努めること。また、作業の性質上、作業の交

錯が考えられるので、指揮、命令、合図等を毎作業の開始前に必ず確認して作業を開始すること。 

(13)受注者は、定期的に作業の進捗状況の確認を受けること。 

(14)管理区域内での本作業時間は、8 時 30 分から 17 時 00 分までとする。但し作業の進捗状況上、必

要な場合のみ、非管理区域での作業延長は認めるが、事前に所定の書類を提出し、原子力機構の確

認･了承を得ること。 

(15)原子力機構の定める休日、指定日の管理区域作業は認めない。但し作業工程管理及び作業の進捗状

況に於いて、作業を実施する必要が有る場合のみ、土曜日の非管理区域作業は認める。（残業は認め
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ない）その場合、所定の書類を事前に提出し、原子力機構の確認･了承を得ること。 

(16)受注者は、原子力機構における業務が特殊性に富んでいることを十分に認識し、作業におけるトラ

ブル（人身事故、火災等）を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても、外部に与える

影響が甚大なものであり、地域住民の信頼を損ねることがないよう、安全管理及び環境保全には特

に注意を払うこと。万一異常、トラブル等が生じた場合は、速やかに作業を中断し、現場責任者及

び原子力機構担当者に連絡し、その指示に従うこと。 

(17)受注者は作業期間中の作業状況等の作業写真を撮影し、作業終了後、原子力機構へ提出すること。 

(18)本作業を遂行するうえで、設備機器の停止及び停電等を実施する必要がある場合は、事前に原子力

機構担当者と協議を行い、原子力機構の指示に従うこと。また、回転機器等の動作確認が必要な点

検については、原子力機構担当者立会の下、確認を受けること。尚、機器の運転・停止は原子力機

構が行う。 

(19)本作業期間中は、常に 4S(整理、整頓、清潔、清掃)に努めること。 

(20)本作業において、火気等を使用する場合は、原子力機構の定める防火管理規則に従い、必要な処置

を講じた後、作業を行うこと。 

(21)作業の際は、建物、室内の器物等を損傷しないよう十分注意すること。万一損傷した場合は、原子

力機構の指示に従い、受注者の責任と負担により同一材料にて速やかに復旧すること。 

(22)受注者は、本仕様書に記載された事項及び請負契約条項、並びに技術情報等の取扱いに関する確認

事項を厳守すること。 

(23)原子力機構が作業記録及びその他の資料とするために必要な画像(写真)等のデジタル情報を保存

した記録メディアを受注者は提出すること。また、これらの情報には日付、撮影箇所等の必要情報

を記載すること。 

(24)本仕様書に記載されている購入物品の納品後、規格、員数に付いて原子力機構担当者の確認を受け

ること。また、購入物品の写真を撮影し、原子力機構に提出すること。 

11.現場責任者（総括責任者） 

受注者は、原子力機構が承認した現場責任者を現場に常駐させ、原子力機構担当者との打ち合わせ、

作業管理、作業進捗管理、安全衛生管理を行うと共に、不具合が発生した場合、原子力機構担当者と

協議し適切な処置を講じること。また、毎日の作業開始前、作業終了後のミーティングを行い、作業

の進捗状況、連絡事項、原子力機構からの指示事項等を作業日報に記載し、原子力機構に提出するこ

と。 

12.検査員 

(1) 検査員 

① 一般検査員 管財担当課長 

② 技術検査員 施設管理課長 

(2) 監督員 

   施設管理課長 

13.グリーン購入法の推進 

(1) 作業において使用する資材・製品及び建設機械については、｢国等による環境物品等の調達の推進

等に関する法律｣(グリーン購入法)に規定されたものの採用、使用に努めること。 

(2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」

の基準を満たしたものであること。 
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14.現場事務所等 

本作業おける作業員の現場事務所（DP 業者詰所）は、原子力機構にて準備する。但し、作業に必

要な OA 機器、事務用品等は受注者の責任において準備すること。また、毎作業ごとの退室時には、

電灯、火気、コンセント、施錠等を確実に行うこと。本作業終了後は、整理・整頓・清掃を行い原子

力機構の確認を受けた後、返却すること。 

原子力機構管理の電話、ファクシミリ等事務機器の使用については、原子力機構担当者の承諾を得

た後、使用すること。 

毎日の作業開始前、作業終了後ミーティング、提出書類作成等の事務作業場所、及び休憩場所とし

て活用すること。 

15.作業工程 

(1) 受注者は、作業期間中、他の作業者との連絡を密にとり、原子力機構担当者の指示に従い、作業の

円滑な推進に協力すること。また、毎作業開始前には、原子力機構担当者との作業前ミーティング

を行い、作業の進捗状況等の連絡を密に取ること。 

(2) 作業工程を変更する場合は、事前に原子力機構と打合せを行い変更すること。また、変更内容を反

映した作業工程表を再提出し、原子力機構の確認を受けること。 

16.作業管理 

(1) 本仕様書に記載のない事項であっても、作業上必要と認められる場合、受注者は原子力機構担当者

の指示に従い実施すること。 

(2) 回転機器等の動作確認は、一定時間稼働させて動作状況を確認すること。必要に応じて写真を撮影

し、原子力機構に提出すること。 

(3) 本作業にあっては、常に最新の技術慣行に従って、受注者の責任において実施し、作業期間内に完

成させること。 

(4) 本作業にあたっては、作業項目（作業項目によっては、作業内容ごと）ごとのチェックシートを設

け、確認行為等を確実に行うこと。なお、作業項目によっては、原子力機構担当者の立会いによる

確認を受けること。 

(5) 原子力機構の立会い検査等で不適合が確認された場合は、原子力機構の指示に従い、直ちに処置す

ること。 

(6) 本作業で使用する機器資材は、本仕様書に示される条件に適合するものを受注者の責任で準備し、

作業に支障の無いよう配慮すること。なお、特に指定する資材等については、調達前に原子力機構

担当者の確認を得ること。 

(7) 作業に使用する各種の機械器具、電気機器等は常に整備保守点検(使用前点検、使用後点検を含む)

を行うこと。また、あらかじめ危険防止の方法等を講じて、災害防止に努めること。 

(8) 受注者は、作業記録情報として、作業状況、保管状況等の作業写真を撮影し、原子力機構に提出す

ること。撮影した写真には、日付、撮影箇所、参考事項等の情報を添付すること。 

(9) 作業に使用する機器･資材等を搬出入する場合は、｢機器･資材等搬出入連絡書｣を資材搬入前日の正

午までに提出し、原子力機構の許可を得ること。また、搬入した資材等は受注者の責任で保管管理

すること。 

(10)本作業において、資格が必要な作業については、有資格者を配置すること。また、原子力機構の確

認を受けること。 
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17.疑義 

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、速や

かに原子力機構担当者と協議し、その指示に従うこと。 

18.補償及び責任 

引渡しの日から 1 年以内に、あきらかに受注者の責に帰すべき不備、点検漏れ、及び欠陥が発生し

た場合は、無償にて速やかに対処すること。また、受注者は、作業中発生するすべての問題（仕様書

違反、原子力機構の指示事項違反を含む）に対して全責任を負い、原子力機構が定めた期間内に作業

を終了し、原子力機構に受け渡すこと。また、原子力機構に申し出る種々の承諾事項、試験、検査結

果等の報告事項、及び保証期間のあるものについては、原子力機構が承諾した後も受注者の責任とす

る。 

19.品質保証 

(1) 受注者は、原子力関連施設における管理区域内作業に求められる知識・技術力を有していること。

必要に応じて知識･技術力を証明する資料を提出し確認を受けること。 

(2) 受注者は、給排気設備機器の点検整備に求められる知識・技術力を有していること。必要に応じて

知識･技術力を証明する資料を提出し確認を受けること。 

(3) 受注者は、本作業に有資格者が必要な場合は、有資格者を選任し、原子力機構の確認を受けること。 

(4) 受注者は、本作業開始前に品質保証計画書を提出し、原子力機構の確認を受けること。 

(5) 受注者は、提出した作業要領書に従って、確実に本作業を実施し、期間中にすべての作業を終了さ

せること。 

(6) 受注者は、本作業に使用する計測機器のトレーサビリティー（校正証明書、検査成績書、体系図）

の写しを事前に提出し、原子力機構の確認を受けること。また、報告書には上記トレーサビリティ

ーの関係書類一式の写しを添付すること。 

(7) 受注者は、点検整備作業により不適合が発生した場合は、受注者における品質保証計画書等に基づ

き処理すること。なお、受注者において、品質保証計画書等が定められていない場合は、原子力機

構の品質保証計画書に基づき処理すること。 

20.撤去品等の処分 

(1) 非管理区域における本作業で発生した廃材等の処分は、受注者の責任で「産業廃棄物処分許可」場

所で処分すること。 

(2) 管理区域内で発生した廃材等は、原子力機構の指示に従って、仕分け処分すること。但し、仕分け

状態が悪い場合は、原子力機構立ち合いのもと、やり直しを指示することがある。 

21.安全管理 

(1) 作業開始に先立ち、原子力機構と安全について十分打合せを行った後、作業開始すること。作業現

場の安全管理は、「労働安全衛生法」、その他関連法令及び原子力機構の定める規則に基づき、受注

者の責任において行うこと。なお安全管理上生じた損害は、すべて受注者の負担とする。 

(2) 受注者は、作業開始に先立ち、本作業に関するリスクアセスメントを下請け業者と一緒に実施し、

原子力機構の確認を受けること。またリスクアセスメント実施にあたっては、過去の同一作業にお

ける事故事例等を十分調査した後、対策案等を考慮して行うこと。 

(3) 受注者が原子力機構所有の設備、備品等に損傷を与え、もしくは紛失、不具合、事故等を発生させ

た場合には、受注者の責任において完全に修復すること。 



 

9 

(4) 原子力機構の定める保安、安全上の規則、要領、基準類、特殊放射線作業計画書に従って作業を行

うこと。 

(5) 必要に応じて災害防止の為の作業規則や現場立入規制等を行い、管理下の作業関係者に周知徹底す

ると共に、安全確保の為に必要な施策を行い、事故の発生防止に努めること。 

(6) 作業に関して、安全責任者を決め、作業の安全確認に努めること。 

(7) 危険作業(火気、重量物等の搬出入等)を行う場合には、必ず事前に原子力機構と打合せを実施し、

想定される事象に対して適切な対策を講じること。(原子力機構側指示も含む。) 

(8) 受注者は、作業中における安全確保を第一に優先させ、労働安全衛生法関連法令に基づく措置を常

に講じておくこと。特に回転機器及び電気設備の運転、火気使用等については、関係法令に基づい

た適切な措置を講じること。また本作業で使用する保安安全衛生設備(保護具等)に関しては、法で

定める規則、基準を十分満足させる物を使用すること。 

(9) 受注者は、作業計画の立案に当っては、方法及び工程を決定し、原子力機構の確認を得た後、作業

に着手すること。 

(10)現場責任者は、作業期間中定期的に安全巡視を行い、作業区域及びその周辺の監視あるいは連絡を

行い、安全を確保すること。 

(11)現場責任者は、作業期間中、原子力機構担当者と密接な連絡を取り、指示事項等を作業員に周知徹

底させ、安全衛生には万全を期すること。 

(12)受注者は作業中に安全管理上、必要と認めた場合は、原子力機構と協議し、方法及び工程を変更す

ること。変更した場合は、方法及び工程について、再度、原子力機構の確認を得ること。 

22.安全教育 

(1) 受注者は、全作業員の安全意識の高揚に努めると共に、基本動作の徹底、安全作業の習慣化、及び

作業規則の厳守等に対する安全教育の徹底に努めること。 

(2) 放射線業務従事者指定教育（a、b）の受講が必要な作業員は、作業開始前に原子力機構が主催する

日程の教育を受講すること。 

(3) 現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、及び放射線管理者に選任される者は、作業開始前

に原子力機構が主催する日程の作業責任者等認定教育（2 時間）を受講し、認定試験（3 年間有効）

に合格すること。但し、作業責任者等の有効期間内の者は、原子力機構が主催する再教育を 1 時間

受講すること。 

(4) 作業開始前には原子力機構が主催する保安教育及び放射性従事者指定教育（c、d）を受講すること。 

23.災害防止 

作業現場及び周辺区域において、火気を取扱う作業を行う場合は、事前に「火気使用許可申請書」

を原子力機構に提出し許可をうけること。また火災等を起こさないよう注意を払い、適切な消火設備、

防炎シート等を設けるなど、火災の防止措置を講じること。尚、本作業による火災で生じた損害は、

すべて受注者の責任とする。 

24.衛生管理等 

(1) 作業現場は、常に整理整頓を励行し、かつ清潔に保ち、毎作業終了時には清掃を行うこと。また、

作業員のトイレは原子力機構の許可を得た場所のトイレを使用すること。また、トイレの使用に当

たっては常に清潔に保つこと。 

(2) 作業員の喫煙は原子力機構の指定する喫煙所を使用すること。指定場所以外（休憩所含む）での喫

煙は禁止する。また、吸い殻等は、指定の消壺に廃棄し、火災を発生させないよう注意すること。 
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25.交通安全 

(1) センター内の通行時には、交通法規、構内速度を遵守すること。 

(2) 通退勤時は、交通法規を遵守し交通安全に務めること。 

(3) 万一交通事項等が生じた場合は、受注者の責任のもと解決を行うこととし、原子力機構は一切責任

を負わない。 

26.事故報告 

事故が発生した場合は、受注者は速やかにその日時、場所、原因、状況、被害者氏名、応急措置、

その後の対策等を原子力機構に報告すること。 

27.機密保持 

(1) 受注者は、本契約に関する関係文書及び作業において知り得た機密情報等を第三者に公開すること

なく守秘義務を負うものとする。また、双方とも他の一方の承認なくして、第三者に漏らさないこ

と。また、下請業者に対しても守秘義務を徹底させること。 

(2) 守秘義務に付いては、本契約終了後も当該事項が公知となるまで有効であるものとする。 

(3) 受注者は、成果情報を本契約の目的以外の為に使用、もしくは第三者に使用させてはならない。 

28.後片付け等 

   作業終了後は、所定の期間内に全て片付け、清掃等を行うこと。また受注者が作業のために準備し

た機器資材等は全て、受注者の責任において、処分または持ち帰ること。 

‐以上‐ 
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